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安城桜井駅周辺特定土地区画整理審議会委員を改選しました



　令和２年１月２３日に安城桜井駅周辺特定土地区画整理審議会委員の５年間の任期が満了となり、

委員が改選されました。

　土地所有者１１名、借地権者１名の計１２名が立候補され、定員と同数のため、無投票で全員当

選となりました。この改選で１０名の方が留任となり、新たに２名の方が当選されました。そして、

施行規定により市長に選任された、土地区画整理事業について学識経験を有する３名の委員をあわ

せて、合計１５名となります。委員の任期は令和２年１月２４日から５年間です。

　令和２年１月２４日より新たな委員を迎え、審議会が行われます。そこで、改めて「土地区画整

理審議会」について説明します。

　土地区画整理事業を適正に進めるために、市が施行する土地区画整理事業に設置が義

務付けられている諮問機関です。事業を進めるにあたって、「審議会の意見を聞かなけ

ればいけない事項」や「審議会の同意が必要な事項」があります。

●土地区画整理審議会とは？

　土地所有者及び借地権者の代表と、学識経験者で構成されています。安城桜井駅周辺

特定土地区画整理事業の場合、定数は１５名です。それぞれの構成は次のとおりです。

●❶土地所有者 １１名　　●❷借地権者 １名　　●❸学識経験者 ３名

●委員の構成は？

『土地区画整理審議会』とは？

審議会委員選挙の結果のお知らせ

問い合わせ

安城市役所 都市整備部 区画整理課
TEL. 0566－76－1111（代表）

 0566－71－2261（直通）

環境にやさしい植物油
インキを使用しています。

不要になったら、リサイクルへ
雑がみとして出してください。


